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みどりづく
りに

　　参加し
ませんか。みどりづく
りに

　　参加し
ませんか。

この事業は、
緑の（羽根）募金が
活用されています。



 

「県民参加による
       みどりの再生事業」

「県民参加による
       みどりの再生事業」

参加しませんか・・・
                                          

　この事業は、東日本大震災による津波被害等を受けた
海岸保安林をはじめとするフィールドにおいて、森林づ
くりに関わる研修や実践作業を行い、森林ボランティア
の育成とみどりの再生を一体的に行おうとするものです。
　第一期事業を平成２４年度から２６年度に実施したと
ころ、多方面から反響があり、事業継続を希望される声
も多く、このたび第二期事業（実施期間は平成２７年度
から２９年度（３０年３月まで））を実施することとなり
ました。
　多くの県民の皆様のご参加をお待ちしております。

県民参加によるみどりの再生事業とは？

場所・実施日
　九十九里海岸の保安林を中心に
行いますが、海岸林以外の森林で
行うもの、また研修会では室内で
行うものもあります。
　実施日は、作業時期その他から
不定期です。運営上平日での実施
が多くなる見込みです。
　実施前に場所、実施日等をご案
内し、事前申し込み～受付を行う
スタイルで行います。

未経験者でもOK？
　この事業では海岸林をはじめと
する森林の再生を行うと共に、森
林づくりボランティアに必要とさ
れる知識や技術を同時に習得出来
るよう、研修としての一面を併せ
持って実施します。
　既に森林づくりに関わっている
方はもちろんですが、経験のない
方や、これから関わってみたいと
お考えの方にも最適です。

期待すること
　津波や松くい虫被害を受けた海
岸林のように復旧が急がれる森林
や、海岸林以外でも手入れの行き
届かない森林が数多く存在してい
ることから、ボランティアによる
森林づくりが、大きく期待されて
います。
　参加される皆様にはみどりの再
生事業での経験を活かし、今後の
発展的なご活躍を期待しています。

交通等
　実施場所は事業の性格上、交通
の便が悪い場所も多いです。基本
的に現地集合・現地解散となります。

道具類は？
　作業研修には様々な道具を使用
しますが、事務局が貸出しますの
でそれを利用できます。
　何も持っていなくても参加が可
能です。

怪我等について
　森づくり ( 森林の整備 ) におい
ては、怪我の発生率が高く、またヘ
ビやハチ等の被害をうける可能性
がある等、危険も多く存在します。
　研修受講中の怪我は基本的に自
己の責任において処理いただくこ
とをご承知おき下さい。
　（但し野外実践研修の際には、最
低限の傷害保険に事務局が一括し
て加入します）

被災直後の海岸林



県民参加によるみどりの再生事業実行委員会 事務局
（公益社団法人 千葉県緑化推進委員会）
〒299-0265 袖ケ浦市長浦拓２号580-148
電話 ０４３８（６０）１５２１　FAX ０４３８（６２）１５２２
E-mail: saisei@c-green.or.jp　URL: http://www.c-green.or.jp

申し込み・お問合せ先：

参加するには?

　第一期事業から、匝瑳市吉崎浜の海岸林をメ
インフィールドとして位置づけています。
　植栽からスタートし、下刈や補植などの保育
作業に取り組み、ひとつの森が再生していく経
過に触れながら実施しています。
　そこには成功も失敗もあります。海岸林再生
の難しさを多くの方が実感されます。そこで得
たノウハウこそが参加者各人のスキルアップに
繋がっていきます。
　これは第二期事業でも引き継いでいきます。

海岸林再生のシンボリックな
フィールド「吉崎浜の海岸林」
海岸林再生のシンボリックな
フィールド「吉崎浜の海岸林」

・16歳以上の方に参加いただけます。
・事前の参加申込み（登録）が必要です。
・ 4ページの申込書 に記入・押印のうえ、
 下記事務局へ郵送下さい。

No. 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

27
年度

内容 開講研修（海岸林整備状況見
学、海岸林の作り方） 学校林の紹介と整備作業（竹）現場で役立つ測量の方法について

本数調整伐作業（植栽後10年
前後の施行地の除伐）

シイタケの講座（メカニズムと
駒打ち体験）

実施時期 10月 11月 12月 １月 ２月

28
年度

内容 チェーンソー講習 下刈作業 病害虫の診断と対策 津波・潮害による枯死木（広葉
樹）、松くい虫被害木伐倒作業 間伐・つる切り作業

実施時期 ６月 ７月 11月 ２月 ３月

29
年度

内容 育苗について 下刈作業 木材生産と流通について 枝打・つる切り作業 植栽

実施時期 ６月 ７月 11月 12月 ２月

印は海岸林での研修等 印は海岸林以外の山林での研修等 （無印）は座学・その他研修等

●研修会等の予定（変更になることがあります）

　３年度のうちに、海岸林での研修等で２単位、海岸林以外の山林での研修等１単位、座学・その他研修等で２単位の計５単
位（回）を履修（受講）されると修了証を発行します。修了後も引き続き、みどりの再生事業に参加することは可能です。



県民参加によるみどりの再生事業
プログラム参加申込書

平成 　　　年 　　　月 　　　日

県民参加によるみどりの再生事業実行委員会 会長 様

　私は、県民参加によるみどりの再生事業プログラムに参加したいので、下記の
参加に関する条件を承諾し、申し込みます。

＜参加に関する条件＞
・研修中の事故（怪我）については自己の責めにおいて処理します。
・参加者交流のため、参加者名簿による氏名などの公開を承諾します。

（メールアドレスは公開対象としません）

住　　 所
〒 　　－

ふ り が な
氏　　名

生年月日 T・S・H 　　年 　　月 　　日 （ 　　歳）　 男 ・ 女



職　　業

TEL・FAX TEL 

メールアドレス

森林整備作業等
の経験

植　　栽（ 　　回）　　　 下　　刈（ 　　回）

枝　　打（ 　　回） 　　　除・間伐（ 　　回）

林内整備（ 　　回）

FAX

事 務 局 記 入 欄

受付印 受付No.

地　　域

市町村No.


